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大津市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年10月３日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第91号 

  大津市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

大津市情報公開条例施行規則（平成14年規則第70号）の一部を次のように改正する。 

様式第９号中「異議申立て」を「審査請求」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年10月３日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第92号 

   大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則 

 大津市補助金等交付規則（平成10年規則第32号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２項の表に次のように加える。 

保育補助者雇上強化事業費

補助金 

保育所等において保育士等の業務を補助する保育補助者を雇い上げるの

に要する経費の一部を補助することにより、保育士等の業務の負担を軽減

し、その離職防止を図るとともに、当該保育補助者が保育士資格を取得する

のを促すことにより新たな保育士の確保を支援し、もって児童の福祉の増進

を図ること。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市生活保護法施行細則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年10月３日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第93号 

  大津市生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

大津市生活保護法施行細則（平成21年規則第51号）の一部を次のように改正する。 

様式第８号中「ただし、外国籍の方の場合はできません。」を削り、「却下の理由」を「却下の理由等」に改

める。 

 

規 則 

 

市 章 
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様式第20号を次のように改める。 
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様式第25号を次のように改める。 
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附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

大津市立幼稚園規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成28年10月３日 

   大津市教育委員会 

                         教育長  桶  谷    守 

大津市教育委員会規則第26号 

大津市立幼稚園規則の一部を改正する規則 

大津市立幼稚園規則（昭和36年教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条及び第３条を次のように改める。 

第２条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）

において使用する用語の例による。 

第３条 幼稚園に入園できる者は、大津市内に居住する満４歳に達した日以後の最初の３月31日が終了した幼児

であって、法第19条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、志賀北幼稚園、志賀南幼稚園、仰木幼稚園、仰木の里幼稚園、雄琴幼稚園、日吉

台幼稚園、坂本幼稚園、逢坂幼稚園及び大津幼稚園に入園できる者は、大津市内に居住する満３歳に達した日

以後の最初の３月31日が終了した幼児であって、法第19条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する支給認定子どもとする。 

様式第１号中「２年」の次に「・３年」を加える。 

附 則 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。ただし、様式第１号の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 委 員 会 規 則 


